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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成29年7月20日(2017.7.20)

【公開番号】特開2017-80489(P2017-80489A)
【公開日】平成29年5月18日(2017.5.18)
【年通号数】公開・登録公報2017-018
【出願番号】特願2017-670(P2017-670)
【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月8日(2017.6.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技媒体を用いて遊技を行なうことが可能な遊技機に対応して設けられ、貨幣を受付け
て遊技媒体を貸与するための処理を行ない、返却操作を受付けたことに基づいて、受付け
られた前記貨幣のうち遊技媒体の貸与に用いられていない残額と、遊技媒体を計数可能な
計数装置で計数された計数遊技媒体数とを特定可能な記録媒体を排出可能な遊技用装置で
あって、
　前記計数遊技媒体数と前記残額とを記憶する記憶手段と、
　前記計数装置での計数に基づいて前記記憶手段に記憶された前記計数遊技媒体数を更新
する更新手段とを備え、
　前記残額および前記計数遊技媒体数が前記記憶手段に記憶されているときに、所定操作
を受付けたことに基づいて、前記計数遊技媒体数は前記記憶手段に記憶したまま、当該残
額を特定可能な残額記録媒体を排出する第１排出処理を実行可能であり、
　前記更新手段は、前記第１排出処理により前記残額記録媒体が排出された後であっても
、前記記憶手段に記憶されたままの前記計数遊技媒体数を更新する排出後更新手段を含み
、
　前記排出後更新手段による更新後に、前記第１排出処理により排出された前記残額記録
媒体を受付けた場合に、前記残額記録媒体から、更新された前記計数遊技媒体数をさらに
特定可能として排出する第２排出処理を実行可能であり、
　前記記録媒体は、会員登録した会員遊技者に対して発行される会員用記録媒体と、前記
遊技用装置に貯留される一般用記録媒体とを含み、
　前記会員用記録媒体が受付けられている場合には、当該会員用記録媒体を前記残額記録
媒体として排出可能であり、
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　前記会員用記録媒体が受付けられていない場合には、前記一般用記録媒体を前記残額記
録媒体として排出可能である、遊技用装置。
【請求項２】
　遊技媒体が適正であるか否かを判定する適正判定手段をさらに備える、請求項１に記載
の遊技用装置。
【請求項３】
　前記適正判定手段は、遊技媒体の径が正規の遊技媒体の径であるか否かを判定すること
によって遊技媒体が適正であるか否かを判定する、請求項２に記載の遊技用装置。
【請求項４】
　前記適正判定手段により適正ではないと判定された遊技媒体を貯留する貯留部をさらに
備える、請求項２または請求項３に記載の遊技用装置。
【請求項５】
　当該遊技用装置と対応して設けられ遊技媒体を用いて遊技を行なうことが可能な遊技機
を認証するための処理を実行する認証手段をさらに備える、請求項１から請求項４のいず
れかに記載の遊技用装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　（１）　遊技媒体（たとえば、メダルＭ、パチンコ玉）を用いて遊技を行なうことが可
能な遊技機（たとえば、スロットマシン１、パチンコ遊技機７０１）に対応して設けられ
、貨幣（たとえば、紙幣）を受付けて遊技媒体を貸与するための処理を行ない、返却操作
（たとえば、返却ボタン１１４，７５２の操作）を受付けたことに基づいて、受付けられ
た前記貨幣のうち遊技媒体の貸与に用いられていない残額（たとえば、プリペイド残額）
と、遊技媒体を計数可能な計数装置（たとえば、計数装置１９０、各台計数機７０５）で
計数された計数遊技媒体数（たとえば、持ちメダル数、持玉数）とを特定可能な記録媒体
（たとえば、会員カード、ビジターカード）を排出可能な遊技用装置（たとえば、メダル
貸出機１００、カードユニット７５０）であって、
　前記計数遊技媒体数と前記残額とを記憶する記憶手段（たとえば、メダル貸出機１００
の制御ユニット１８１のＲＡＭ１８１ｂに記憶される図２０（ａ）のカードテーブル。メ
ダル貸出機１００の制御ユニット１８１のＲＡＭ１８１ｂ）と、
　前記計数装置での計数に基づいて前記記憶手段に記憶された前記計数遊技媒体数を更新
する更新手段（たとえば、図３０のステップＳｂ２５で実行される図３５の計数処理）と
を備え、
　前記残額および前記計数遊技媒体数が前記記憶手段に記憶されているときに、所定操作
（たとえば、入金残額取出操作）を受付けたこと（たとえば、図４０のタッチパネル操作
処理のステップＳｇ１でＹＥＳと判断され、図４１の残額取出処理のステップＳｈ７でＹ
ＥＳと判断されること）に基づいて、前記計数遊技媒体数は前記記憶手段に記憶したまま
、当該残額を特定可能な残額記録媒体（たとえば、入金残額対応カード、会員カード受付
時は、会員カード、非受付時は、ビジターカード）を排出する第１排出処理を実行可能で
あり（たとえば、図４０のステップＳｇ１１で実行される図４１の残額取出処理のステッ
プＳｈ１２，ステップＳｈ１３，ステップＳｈ１５，ステップＳｈ１７）、
　前記更新手段は、前記第１排出処理により前記残額記録媒体が排出された後であっても
、前記記憶手段に記憶されたままの前記計数遊技媒体数を更新する排出後更新手段（たと
えば、図４１の残額取出処理のステップＳｈ１５での入金残額対応カードの排出後、ステ
ップＳｈ１８でビジターカードにそのときの持玉数が反映され、以後、持玉数が更新可能
となる）を含み、
　前記排出後更新手段による更新後に、前記第１排出処理により排出された前記残額記録
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媒体を受付けた場合に、前記残額記録媒体から、更新された前記計数遊技媒体数をさらに
特定可能として排出する第２排出処理を実行可能であり（たとえば、図４０のステップＳ
ｇ１２で実行される図４２のカード後挿入処理のステップＳｊ１６）、
　前記記録媒体は、会員登録した会員遊技者に対して発行される会員用記録媒体と、前記
遊技用装置に貯留される一般用記録媒体とを含み、
　前記会員用記録媒体が受付けられている場合には、当該会員用記録媒体を前記残額記録
媒体として排出可能であり、
　前記会員用記録媒体が受付けられていない場合には、前記一般用記録媒体を前記残額記
録媒体として排出可能である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　（２２）　上記（１）から（１１）のいずれかの遊技用装置、上記（１２）もしくは（
１３）の遊技用システム、または、上記（１４）から（２１）の遊技用装置もしくは遊技
用システムにおいて、
　前記遊技媒体が適正であるか否かを判定する適正判定手段（たとえば、計数装置１９０
のコントローラ１９０ａ）をさらに備える。
　（２２）’　上記（２２）の遊技用装置または遊技用システムにおいて、
　前記適正判定手段により適正ではないと判定された遊技媒体を貯留する貯留部（たとえ
ば、メダル貯留ボックス１９４）をさらに備える。
　（２２）’’　上記（２２）’の遊技用装置または遊技用システムにおいて、
　前記貯留部に貯留された遊技媒体の貯留量が該遊技媒体の回収を促す第１貯留量に達し
たか否かを判定する第１判定手段（たとえば、図３７のメダル貯留処理のＳｅ７において
、制御ユニット１８１は、メダル情報（図２０（ｃ）参照）の総メダル貯留数が第１閾値
（満タン）であるか否かを判定する部分）と、
　前記第１判定手段が前記第１貯留量に達したと判定したときに前記第１貯留量に達した
旨を報知する第１報知手段（たとえば、図３７のメダル貯留処理のＳｅ９において、制御
ユニット１８１は、状態報知ランプ１１１を点灯する部分）と、
　前記貯留部に貯留された遊技媒体の貯留量が前記第１貯留量よりも少ない所定の第２貯
留量に達しているか否かを判定する第２判定手段（たとえば、図３８の締め関連処理のＳ
ｆ２において、制御ユニット１８１は、メダル情報（図２０（ｃ）参照）の総メダル貯留
数が所定枚数（第２閾値）以上であるか否かを判定する部分）と、
　当該遊技場の営業終了に際して、当該遊技用装置を管理する管理装置から出力された所
定の信号を受信したときに、前記第２判定手段により前記第２貯留量に達していると判定
されていることを条件に、前記第２貯留量に達している旨を報知する第２報知手段（たと
えば、図３８の締め関連処理のＳｆ３において、制御ユニット１８１は、状態報知ランプ
１１１を点灯するとともに、メダル管理コンピュータ５５０に対してメダル貯留ボックス
１９４の不正メダルの貯留数が所定枚数（第２閾値）以上となっている旨を知らせる通知
を送信する部分）とをさらに備える。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　（２３）　上記（２２）から（２２）’’のいずれかの遊技用装置を含む遊技用システ
ムもしくは上記（２２）から（２２）’’のいずれかの遊技用システムにおいて、
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　前記遊技用システムは、
　　前記各遊技用装置とデータ通信可能に接続され、該各遊技用装置に対して当該遊技場
の営業終了に際して所定の信号を送信する管理装置（たとえば、メダル管理コンピュータ
５５０）を含む。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　（２４）　上記（２２）’、（２２）’’または（２３）の遊技用装置または遊技用シ
ステムにおいて、
　前記貯留部に貯留される遊技媒体数を計数する貯留媒体計数手段（たとえば、図３７の
メダル貯留処理のＳｅ４において、制御ユニット１８１は、メダル情報（図２０（ｃ）参
照）の総メダル貯留数に１を加算する部分）と、
　前記適正判定手段が適正と判定する遊技媒体として、大きさが異なる複数種類の遊技媒
体のうちからいずれかを設定可能な遊技媒体種別設定手段（たとえば、大きさが異なるメ
ダル（たとえば、φ２５のメダルとφ３０のメダル）についても比較して識別できる計数
装置１９０のコントローラ１９０ａ）とをさらに備え、
　前記第１判定手段は、前記貯留媒体計数手段が計数した遊技媒体数が第１閾値に達した
ときに前記第１貯留量に達したと判定し（たとえば、図３７のメダル貯留処理のＳｅ７に
おいて、制御ユニット１８１は、メダル情報（図２０（ｃ）参照）の総メダル貯留数が第
１閾値（満タン）であるか否かを判定する部分）、
　前記第２判定手段は、前記貯留媒体計数手段が計数した遊技媒体数が第２閾値に達した
ときに前記第２貯留量に達したと判定し（たとえば、図３８の締め関連処理のＳｆ２にお
いて、制御ユニット１８１は、メダル情報（図２０（ｃ）参照）の総メダル貯留数が所定
枚数（第２閾値）以上であるか否かを判定する部分）、
　前記第１閾値および／または前記第２閾値を設定可能な閾値設定手段（たとえば、メダ
ル管理コンピュータ５５０にて実施可能な不正メダル関係の設定が行なえる図２７に示す
不正メダル関係設定画面）をさらに備え、
　前記閾値設定手段は、前記遊技媒体種別設定手段にて設定された遊技媒体の種別に応じ
た閾値を設定可能である（たとえば、図２７に示す「島単位設定」を用いれば、１枚５円
の価値を有するメダルにて遊技を実施可能な遊技領域や、１枚２０円の価値を有するメダ
ルにて遊技を実施可能な遊技領域などの遊技島毎に指定できる部分）。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　（２５）　上記（２２）’から（２４）のいずれかの遊技用装置または遊技用システム
において、
　前記適正判定手段は、適正ではないと判定した遊技媒体であって、当該遊技場で使用可
能な第１不適正遊技媒体（たとえば、自店メダル）と当該遊技場で使用不能な第２不適正
遊技媒体（たとえば、偽メダル）とを含む複数種類の不適正遊技媒体（たとえば、不正メ
ダル）を識別可能であり、
　前記適正判定手段による識別に必要な不適正遊技媒体の種別を登録する登録手段（たと
えば、予め自店メダルを計数装置１９０に１００枚程度投入して、自店メダルの画像をメ
モリ１９０ｂに登録させる部分）と、
　前記貯留部に貯留される遊技媒体数を計数する貯留媒体計数手段（たとえば、図３７の
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メダル貯留処理のＳｅ４において、制御ユニット１８１は、メダル情報（図２０（ｃ）参
照）の総メダル貯留数に１を加算する部分）とをさらに備え、
　前記貯留媒体計数手段は、前記適正判定手段により適正ではないと判定したときに、前
記登録手段により登録された前記第１不適正遊技媒体と前記第２不適正遊技媒体とを別個
に計数する（たとえば、図３７のメダル貯留処理のＳｅ５において、制御ユニット１８１
は、自店メダルか否かを判定し、自店メダルである場合にはＳｅ６に進んで、メダル情報
（図２０（ｃ）参照）の自店メダル貯留数に１を加算し、自店メダルでない場合にはＳｅ
１１に進んで、メダル情報（図２０（ｃ）参照）の偽メダル貯留数に１を加算する部分）
。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７７】
　このような構成によれば、遊技用装置に記憶されている計数遊技媒体数を特定可能な計
数特定情報または特定情報を特定可能な状態に残額記録媒体を変更する必要性がなくなっ
たことを条件として、記憶されている当該残額記録媒体の記録媒体識別情報が削除される
。このため、不要な残額記録媒体の記録媒体識別情報を記憶しておくためのメモリの容量
を軽減することができる。
　（３６）　上記（１）から（３５）のいずれかの遊技用装置または遊技用システムにお
いて、
　当該遊技用装置と対応して設けられ遊技媒体を用いて遊技を行なうことが可能な遊技機
を認証するための処理を実行する認証手段をさらに備える。
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